
資料１



■見積金額の評価点について

見積金額の優位性について、客観的に評価するため、青梅市の契約事務における見積金額の評価手法

を参考に統一的な基準にもとづき採点する。

２者の見積金額について、低い者を40点満点とし、高い者は価格差の割合により予め定めた評価点にもと

づき採点する。

○価格差の割合（％）＝（見積金額の高い者－見積金額の低い者）÷見積金額の高い者×100

計算式

Ａ社 Ｂ社 Ａ社
価格差
の割合

11,814,000 11,693,000 11,814,000 1%

○価格差の割合により定めた評価点

評価点
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※30点を最低点とする。
※２者同額の場合は、いずれも0点とする。
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価格差の割合（％）
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（ - ） ÷ × 100


